
2026/02/24 18:37:29 / 25282575_株式会社ソリトンシステムズ_招集通知_電子提供措置用

表紙*電子提供措置用*

第48回

定時株主総会
招 集 ご 通 知
　

開催日時
2026年３月26日（木曜日）
午前10時30分 受付開始 午前10時

開催場所
東京都新宿区新宿二丁目４番３号
株式会社ソリトンシステムズ　本社　７階セミナールーム
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

議　　案
第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名

選任の件
第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
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株主各位

証券コード　3040
2026年３月10日

株 主 各 位
東 京 都 新 宿 区 新 宿 二 丁 目 ４ 番 ３ 号
株式会社ソリトンシステムズ
代表取締役社長 鎌 田  理

当社ウェブサイト　https://www.soliton.co.jp
（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「IR情報」
　「株主総会資料」を順に選択していただき、ご確認ください。）

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
　銘柄名（ソリトンシステムズ）または証券コード(3040)を入力・検索し、「基本情報」
　「縦覧書類／ＰＲ情報」の「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。

第48回定時株主総会招集ご通知
拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　当社第48回定時株主総会を下記により開催しますので、ご通知申しあげます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につい
て電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに「第48回定時株主総会招集
ご通知」として掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認ください
ますようお願い申しあげます。

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）と三井住友信託銀行のウェ
ブサイトにも掲載しておりますので、以下の手順にてご確認くださいますようお願い申しあげます。

三井住友信託銀行ウェブサイト（株主総会ポータルⓇ） https://www.soukai-portal.net
議決権行使書用紙にあるＱＲコードを読み取るか、ＩＤ・パスワードをご入力ください。

〔インターネットによる議決権行使の場合〕
パ ソ コ ン 、 ス マ ー ト フ ォ ン 等 か ら 当 社 指 定 の 議 決 権 行 使 ウ ェ ブ サ イ ト
（https://www.

ウ

w
ェ

e
ブ

b
行

5
使

4.net）にアクセスしていただき、画面の案内に従って、2026年３月25日
（水曜日）午後５時30分までに議決権を行使してください。

〔書面による議決権行使の場合〕
　議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2026年３月25日（水曜日）午後５時
30分までに到着するようご返送ください。

敬　具

－ 1 －
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株主各位

１．日 時 2026年３月26日（木曜日）午前10時30分
２．場 所 東京都新宿区新宿二丁目４番３号

株式会社ソリトンシステムズ　本社　７階セミナールーム
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第48期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）事業報告、連結計算書

類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第48期（2025年１月１日から2025年12月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

     

記

４．招集にあたっての決定事項
(1) 電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第13条の規定に基づき、書面交

付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。
従って、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、監査報告を作成するに際し、監査等
委員会及び会計監査人が監査をした対象書類の一部であります。

① 事業報告の「会計監査人の状況」及び「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
の概要」

② 連結計算書類の「連結注記表」
③ 計算書類の「個別注記表」

(2) インターネットによる方法と議決権行使書と重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる
議決権行使を有効なものといたします。また、インターネットによる方法で複数回議決権を行使された場
合は、最後に行われたものを有効なものといたします。

(3) ご返送いただいた議決権行使書において、議案につき賛否の表示をされない場合は賛成の表示があったも
のとして取り扱います。

以　上
・当日ご出席の際は、お手数ながら本招集通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ

さいますようお願い申しあげます。
・電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにその旨、修正前の事項及

び修正後の事項を掲載させていただきます。

－ 2 －
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インターネット配信の視聴方法について

スマートフォンを利用して右の「ＱＲコード」を読み取り、アクセスすること
も可能です。
※「ＱＲコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

■視聴ページ

https://volvol.jp/soliton/login

ブラウザは、「Google Chrome」または「Safari」の最新バージョンをご利用ください。

①株主番号　と　②郵便番号　を入力のうえ、表示される視聴ＵＲＬからアクセスしてくだ
さい。

配信開始日時；2026年3月26日（木） 10：30

株主総会当日のライブ配信につきまして

当日の様子は、インターネットのライブ配信を通じて、ご覧いただくことができます。

※ご注意事項
１. ライブ配信をご視聴の株主様は、株主総会に「出席」したものとは取り扱われません。ま

た、当日の質問及び採決に参加しての議決権行使を行うこともできません。事前にインター
ネットまたは書面による議決権行使をお願いいたします。

２. 通信環境の影響により、ライブ配信の画像や音声が乱れ、あるいは一時断絶されるなどの通
信障害が発生する可能性がございますので、あらかじめご了承をお願い申しあげます。

３. ご使用の機器やネットワーク環境によってはご視聴いただけない場合がございますので、あ
らかじめご了承をお願い申しあげます。

４. 当社ウェブサイトやライブ配信をご視聴いただくための通信料につきましては、株主様にて
ご負担くださいますようお願い申しあげます。

５. ご視聴方法等に関するお問い合わせ
　　　　　電話番号：０３-５３６０-３８４４
　　　　　【受付時間：平日9：30～17：00】

－ 3 －
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議決権行使等についてのご案内

議決権行使等についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使いただくには、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席いただく方法

書面（郵送）で議決権を
行使いただく方法

インターネットで議決権
を行使いただく方法

当日ご出席の際は、お手数ながら議
決権行使書用紙を会場受付にご提出
ください。

議決権行使書用紙に各議案の賛否を
ご表示のうえ、ご返送ください。

次頁のご案内に従って、各議案の賛
否をご入力ください。

株主総会開催日時 行使期限 行使期限

2026年３月26日（木曜日）
午前10時30分

（受付開始10時00分）

2026年３月25日（水曜日）
午後５時30分到着分まで

2026年３月25日（水曜日）
午後５時30分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１，２号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
⃝ 一部の候補者について反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

株主総会ポータルサイト
ログイン用QRコード
（ID･パスワードは不要）

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議決権行使書において、議案に対して賛否の表示をされない場合は、賛成の意思表示をされたものとしてお取扱いさせていただきます。
インターネットによる方法と議決権行使書[A9.1]と重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使
としてお取扱いさせていただきます。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合には、最後に行われた議決権行使を有効な
議決権行使としてお取扱いさせていただきます。

－ 4 －
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インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットによる
議決権行使方法のご案内

インターネット行使期限
2026年３月25日（水曜日）午後５時30分まで
　

ご注意事項  
●一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行

使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力
いただく必要があります。

●インターネットと書面により重複して議決権を行使された場合
は、インターネットによる議決権行使を有効なものといたしま
す。また、インターネットによって複数回議決権を行使された場
合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いい
たします。

●1・4・7・10月の第1月曜日0:00～5:00は、メンテナンスのため
ご利用いただけません。

 お問い合わせ
三井住友信託銀行
証券代行ウェブサポート
専用ダイヤル

0120-652-031
（受付時間  9時～21時）

ぜひQ&Aも
ご確認ください。

スマートフォン等による議決権行使方法
2 株主総会ポータル®トップ画
面から「議決権行使へ」ボタン
をタップします。

3 スマート行使®トップ画面が表
示されます。以降は画面の案内
に従って賛否をご入力ください。

1 議決権行使書用紙に記載の
QRコード®を読み取ります。

※QRコードは（株）デンソーウェーブ
の登録商標です。

PC等による議決権行使方法
以下のURLより議決権行使書用紙に記載のログインID・パスワードをご入力のうえアクセスしてください。ロ
グイン以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。
株主総会ポータルURL　▶https://www.soukai-portal.net
議決権行使ウェブサイトも引き続きご利用いただけます。　▶https://www.web54.net

－ 5 －



2026/02/24 18:37:29 / 25282575_株式会社ソリトンシステムズ_招集通知_電子提供措置用

当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況

(2025年 1 月 1 日から
2025年12月31日まで)
事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況
(1) 当連結会計年度の事業の状況
　①　事業の経過及びその成果

当連結会計年度における世界経済について、米国は物価高が続く中でも所得や生産性の改
善、生成AI関連投資で堅調に推移しました。欧州はインフレ鈍化が進む一方、ウクライナ情勢
によるエネルギー高で伸びは緩やかでした。中国は不動産と個人消費の低迷が続きました。日
本は円安による物価上昇で個人消費に懸念があるものの、企業業績の改善による設備投資やイ
ンバウンド需要で緩やかに拡大しました。

IT投資環境は、競争力強化および生産性向上を目的としたDX（デジタルトランスフォーメ
ーション）の取り組みが引き続き高水準で推移しました。DXの中でも、クラウドの導入、生
成AIの活用、サイバーセキュリティ対策の強化は最重要分野として位置付けられ、幅広い業種
において関連投資が拡大しました。

一方、デジタル利活用の進展に伴い、情報漏洩、マルウェア感染、サービス停止等のサイバ
ーリスクは増大しており、個人・企業の重要情報や基幹システム、さらには社会インフラを保
護するためのサイバーセキュリティ対策の重要性が一段と高まっています。こうした背景か
ら、サイバーセキュリティは国家の安全保障および企業の信用に直結する重要領域となりつつ
あります。2026年２月の衆議院選挙で体制が安定し、政府はサイバー安全保障の強化に向け
た施策を継続・加速する見通しとなり、企業もサイバーセキュリティを事業継続と信頼性を支
える戦略的投資とする動きが広がっています。具体的には、（1）官公庁・自治体・重要イン
フラ向け対策の強化、（2）能動的サイバー防御等AIを活用したプロアクティブな先端技術投
資の拡大、（3）サプライチェーン規制強化による民間の投資増、が見込まれています。

このような環境下、当社グループの業績について、ITセキュリティ事業の自社製品/サービ
スの売上が伸長し、売上高19,762百万円(前期比6.2％増）となり、粗利率は46.7％（前期：
44.6％）に改善しました。その結果、営業利益は、2,844百万円（前期比39.2％増）、営業利
益率は14.4％（前期：11.0％）となりました。資金運用による受取利息や円安による為替差益
で営業外収益が152百万円（前期：152百万円）発生し、経常利益は2,977百万円（前期比
38.1％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は、2,298百万円（前期比33.2％増）となりま
した。

－ 6 －



2026/02/24 18:37:29 / 25282575_株式会社ソリトンシステムズ_招集通知_電子提供措置用

当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況

セグメント別の経営成績は、次のとおりです。

なお、当連結会計年度より、組織変更を行い、従来「Eco新規事業開発」に含めていた映像
伝送の基盤技術開発チーム（大阪のオペレーション）を「映像コミュニケーション事業」に含
めることに変更しています。当該変更後のセグメント区分に基づき前連結会計年度のセグメン
トの業績値を変更し、前期比較を記載しています。

［ITセキュリティ事業］
売上高は18,516百万円（前期比5.9％増）、セグメント利益は3,717百万円（前期比17.3％

増）となりました。
年商約5億円のソリトン上海が連結範囲外となったものの、自社製品/サービスの販売が堅調

に推移しました。特に、防衛や防災分野での大型案件獲得が売上の押し上げに寄与したほか、
校務DX（教育機関の業務DX）に関係する文教分野の需要も拡大し、増収増益となりました。
製品別では、国内シェアNo.1の認証アプライアンス「NetAttest EPS」、分離ネットワーク
（インターネットに接続する環境と機密情報を扱う業務環境を分離してサイバー攻撃に備える
セキュリティ対策）で安全なファイル授受を実現する「FileZen S」、多要素認証のクラウド
サービス「Soliton OneGate」などの主力製品の販売が順調に推移しました。その結果、「商
品・製品」の売上が7,321百万円（前期比8.3％増収）、「クラウドサービス」の売上が2,652
百万円（前期比14.0％増収）と主要領域で前期を上回る成長を確保しました。

［映像コミュニケーション事業］
売上高は1,053百万円（前期比5.3％増）、セグメント利益は52百万円（前期比93.1％増）

となりました。
「Smart-telecasterシリーズ」について、国内外のパブリックセーフティ分野（防衛、公的

治安、災害対処）への販売を中心に、売上高は増収、セグメント利益も増益となりました。な
お、当社は、ウクライナの復興支援に向けて国土交通省の「日ウクライナ・国土交通インフラ
復興に関する官民協議会」に参画しました。2025年10月に、同国政府・自治体、キーウ工科
大学（KPI）の協力のもと、KPI構内のコントロールセンターから約25km離れた建設機械を
「Zaoシリーズ」で遠隔操縦する実証に成功し、同国内での遠隔施工が現実的に機能すること
を確認しました。ウクライナでは復興に向け膨大な建設需要がある一方で、人手不足や危険環
境下での作業が課題となっています。当社の遠隔操縦技術により、女性や戦傷者を含む幅広い
人々が安全な場所から復興作業に従事できる可能性が示されました。当社は、ウクライナの
「安全で包摂的な復興」に貢献してまいります。

－ 7 －
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当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況

［Eco 新規事業開発］
売上高は191百万円（前期比55.5％増）、セグメント損失は184百万円（前期はセグメント

損失181百万円）となりました。
官公庁向け小型伝送装置の追加販売ならびに既存の人感センサー製品の堅調な販売により、

売上高は増収となりました。先進プロジェクトであるアナログエッジAIは、極めて意欲的かつ
高度な技術を要する取り組みです。設計および検証フェーズを進め、技術的課題に対し解決を
逐次図り、試作品の製造へ向け着実に進捗しました。

②　設備投資等の状況
当連結会計年度中において実施いたしました企業集団の設備投資等の総額は221百万円で、

その主なものは、ＯＡ機器・業務用ソフトウエアの購入、自社利用ソフトウエアの取得等であ
ります。

③　資金調達の状況
当連結会計年度中に、増資、社債発行等による資金調達は行っておりません。

区 分 第 45 期
(2022年12月期)

第 46 期
(2023年12月期)

第 47 期
(2024年12月期)

第 48 期
(当連結会計年度)
(2025年12月期)

売 上 高 (百万円) 19,757 19,058 18,606 19,762

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 (百万円) 1,587 1,936 1,725 2,298

１株当たり当期純利益 (円) 85.74 104.55 93.11 123.97

総 資 産 (百万円) 19,261 22,624 23,286 26,228

純 資 産 (百万円) 9,615 11,131 12,283 13,256

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 518.28 599.90 662.01 714.48

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

－ 8 －
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重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題、主要な事業内容

(3) 重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況
当連結会計年度において、索利通網絡系統（上海）有限公司の出資持分を売却したため、連
結の範囲から除外しております。

(4) 対処すべき課題
１. 海外展開を視野に、ユニークな製品、サービスを開発して時代の変化に対処すること。
２. 広報/IRを強化して、企業活動や製品/サービスをわかりやすく発信すること。
３. 基幹システムと情報系のシステムを連携させデータの利活用を図ること。また、業務プロセ

スの見直しと整理を進めるとともに、AIを積極的に活用することで、従来を一段上回る業務
効率化と生産性向上を実現すること。

セグメントの名称 主な営業種目 会社名

ＩＴセキュリティ

・情報漏洩対策、認証とアクセス制御、テレ
ワークの為のセキュリティ対策、サイバー
セキュリティ対策などの製品/クラウドサー
ビスの開発・販売

・IoTのためのセキュリティ対策と脆弱性検出
・企業向けネットワークインテグレーション

と運用サービスの提供

当社
Soliton Systems, Inc.
㈱Sound-FinTech
㈱サイバー防衛研究所

映像コミュニケーション
・モバイル回線による高精細・短遅延の映像

伝送システム「Smart-telecasterシリーズ」
の開発・販売

当社
Soliton Systems Europe N.V.

Eco 新規事業開発
・アナログ・デジタル混在半導体デバイスの

開発・販売
・映像伝送システム等の開発・販売

当社
Y Explorations, Inc.

(5) 主要な事業内容（2025年12月31日現在）
当社グループは、当社（株式会社ソリトンシステムズ）、その他の関係会社１社、連結子会社

5社により構成されております。
当社グループのセグメント別の営業種目及び当社と関係会社の位置付けは次のとおりです。

（注）１．その他の関係会社の㈲Zen-Noboksは、当社株式の44.3％を所有している資産管理会社であります
が、当社の事業との取引関係がないため、表から除外しております。

　　　2．当連結会計年度において、索利通網絡系統（上海）有限公司の出資持分を売却したため、連結の範囲
から除外しております。
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主要な事業所、使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地
本 社 東京都新宿区 名 古 屋 営 業 所 名古屋市中区
開 発 分 室 東京都新宿区 福 岡 営 業 所 福岡市博多区

物 流 倉 庫 東京都江戸川区 東 北 営 業 所 仙台市青葉区

大 阪 営 業 所 大阪市北区 長 野 開 発 分 室 長野県長野市

札 幌 営 業 所 札幌市中央区 山 形 総 合 開 発 セ ン タ ー 山形県山形市

(6) 主要な事業所（2025年12月31日現在）
　当社

セ グ メ ン ト の 名 称 使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減
Ｉ Ｔ セ キ ュ リ テ ィ 546（126）名 9名減（10名減）

映 像 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 36（3）名 9名増（2名減）

E c o  新 規 事 業 開 発 10（4）名 12名減（1名減）

本 社 ・ 共 通 63（27）名 11名減（1名減）

合 計 655（160）名 23名減（14名減）

使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
643(160）名 2名減(14名減） 43.0歳 13.3年

(7) 使用人の状況（2025年12月31日現在）
① 企業集団の使用人の状況

（注）使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数記載しております。

② 当社の使用人の状況

（注）使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数記載しております。

(8) 主要な借入先の状況（2025年12月31日現在）
該当事項はありません。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。

－ 10 －
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株式の状況、新株予約権等の状況

① 発行可能株式総数 78,000,000株
② 発行済株式の総数 19,738,888株
③ 株主数 8,462名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

有 限 会 社 Ｚ ｅ ｎ － Ｎ ｏ ｂ ｏ ｋ ｓ 82,124百株 44.3％

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社
（ 信 託 口 ） 14,324百株 7.7％

ソ リ ト ン シ ス テ ム ズ 従 業 員 持 株 会 7,014百株 3.8％

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 4,800百株 2.6％

鎌 田 信 夫 3,850百株 2.1％

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行
（ 信 託 口 ） 3,131百株 1.7%

B B H  B O S T O N  C U S T O D I A N  F O R
J A P A N  E Q U I T Y  P R E M I U M
FUND OF UBS UNIVERSAL 620373

2,740百株 1.5％

U B S  A G  L O N D O N  A ／ C
I P B  S E G R E G A T E D
C L I E N T  A C C O U N T

1,720百株 0.9％

鎌 田 祥 志 1,254百株 0.7％

三 好 　 修 1,117百株 0.6％

２. 会社の現況
(1) 株式の状況（2025年12月31日現在）

④ 大株主（上位10名）

（注）１. 当社は、自己株式を1,197,498株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

(2) 新株予約権等の状況
　該当事項はありません。
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会社役員の状況

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 会 長 鎌 田 信 夫 有限会社Zen-Noboks　取締役

代 表 取 締 役 社 長 鎌 田 　 理 ＩＴセキュリティ事業部長

取 締 役 石 原 冴 子 日本オラクル株式会社　執行役員/Vice President　ス
トラテジー＆オペレーション統括

取締役(監査等委員) 高 徳 信 男 高徳公認会計士事務所　所長
TY監査法人　社員

取締役(監査等委員) 中 村 　 修
慶應義塾大学 グローバル リサーチ インスティテュー
ト (KGRI) 特任教授
株式会社ナノオプト・メディア　社外取締役
株式会社インターネット総合研究所　社外取締役

取締役(監査等委員) 飯 塚 久 夫
一般社団法人日本アルゼンチンタンゴ連盟　代表理事
会長
一般社団法人　量子ICTフォーラム 総務理事

(3) 会社役員の状況
①　取締役の状況（2025年12月31日現在）

（注）１. 2025年11月10日付で、取締役三角育生氏は辞任により退任いたしました。なお、退任時における重
要な兼職は東海大学情報通信学部学部長兼教授であります。なお、同大学と当社との間には特別な関
係はありません。

2. 取締役の石原冴子氏、取締役（監査等委員）の高徳信男氏、中村修氏及び飯塚久夫氏は、社外取締役
であります。

3. 取締役（監査等委員）高徳信男氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程
度の知見を有しております。

4. 当社は、石原冴子氏、高徳信男氏、中村修氏及び飯塚久夫氏について、東京証券取引所の定める独立
性の要件を満たしておりますので、独立役員として同取引所に届け出ております。

5. 監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を
実施、内部監査を行う内部監査室が監査等委員会と連携して監査活動を行っているため、必ずしも常
勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定しておりません。

②　責任限定契約の内容の概要
　当社と社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠
償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める額としておりま
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会社役員の状況

す。
　また、2025年11月10日付をもって社外取締役を辞任いたしました三角育生氏との間で同様
の契約を締結しておりました。

③　役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を保
険会社との間で締結し、当該保険により、損害賠償請求がなされた場合に被保険者が負担する
ことになる損害賠償金及び争訟費用を支払限度額500百万円の範囲内において塡補することと
しております。
　当該保険契約の被保険者は当社取締役であり、すべての被保険者について保険料を全額当社
が負担しております。

④　取締役の報酬等
イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等
　当社の役員報酬は、基本報酬と業績連動報酬により構成されております。基本報酬部分は、
業務に対する各役員が担う役割、責務に応じて決定しております。
　業績連動報酬は、客観的な測定が可能な売上高と利益の目標達成率及び株価で金額を算定
し、年次賞与として支給しております。
　経営の監督機能を担う監査等委員である取締役については、それぞれ適切にその役割を担う
ため、独立性を確保する必要があることから、固定の月例報酬のみを支給し、業績により変動
する報酬は支給しておりません。
　決議に際しては、あらかじめ取締役会で決議する内容を指名・報酬委員会へ諮問し、答申を
受けた上で、取締役会にて決定しております。当事業年度の報酬内容も、当該方針に沿った妥
当な決定と判断しております。
　役員報酬の限度額については、2020年3月24日開催の第42回定時株主総会決議により、監
査等委員でない取締役に対して年額500百万円以内（ただし、使用人兼務役員の使用人分給与
は含まない。）、監査等委員である取締役に対して、年額100百万円以内と決議しておりま
す。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、監査等委員でない取締役が７名（うち社外取締
役１名）、監査等委委員である取締役が３名（うち社外取締役３名）であります。
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会社役員の状況

役 員 区 分 対 象
員 数

報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額
(百万円）

基 本 報 酬 賞 与

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 を 除 く ）
（ う 　 ち 　 社 　 外 　 取 　 締 　 役 ）

4名
（2）

141
（6）

84
（6）

57
(-)

取 締 役 ( 監 査 等 委 員 ）
（ う 　 ち 　 社 　 外 　 取 　 締 　 役 ）

3名
（3）

12
（12）

12
(12)

-
(-)

合 計
（う　 ち　 社　 外　 役　 員）

7名
（5）

154
（18）

96
(18)

57
(-)

ロ．当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１. 取締役の報酬等の額には、2025年11月10日付で辞任により退任した社外取締役１名の在任中の報酬
等の額が含まれております。

２. 取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2020年３月24日開催の第42回定時株主総会におい
て、年額500百万円以内（但し、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該株主
総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数は７名（うち社外取締役１名）であります。

３. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2020年３月24日開催の第42回定時株主総会において、年額
100百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は
３名（うち社外取締役３名）であります。

４. 上表の報酬等の総額には、当事業年度における役員賞与引当金繰入額57百万円が含まれております。
５．取締役に対する賞与は業績連動で支給する方針であり、その金額の算定にあたっては、売上高と利益

の目標達成率及び株価により決定します。
６．取締役会は、代表取締役会長鎌田信夫と代表取締役社長兼ITセキュリティ事業部長の鎌田理に対して

取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分方
法の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ取締役の担当部門に
ついて評価を行うには代表取締役が適していると判断したためです。なお、委任された内容の決定に
あたっては、事前に指名報酬委員会がその妥当性について確認しております。
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会社役員の状況

ハ．当事業年度に支払った役員退職慰労金
該当事項はありません。

ニ．社外役員が親会社及び子会社等から受けた役員報酬等の総額
該当事項はありません。

⑤　社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・社外取締役石原冴子氏は、日本オラクル株式会社　ストラテジー＆オペレーション統括の執行役
員/Vice Presidentであります。日本オラクル株式会社と当社との間には特別な関係はありませ
ん。

・社外取締役高徳信男氏は、高徳公認会計士事務所所長であります。高徳公認会計士事務所と当社
との間には特別な関係はありません。

・社外取締役中村修氏は、慶應義塾大学グローバル リサーチ インスティテュート（KGRI）特任教
授、株式会社ナノオプト・メディア社外取締役、及び株式会社インターネット総合研究所社外取
締役であります。これらの会社等と当社との間には特別な関係はありません。

・社外取締役飯塚久夫氏は、一般社団法人量子ICTフォーラムの総務理事及び一般社団法人日本ア
ルゼンチンタンゴ連盟の代表理事会長であります。これらの団体と当社との間には特別な関係は
ありません。
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会社役員の状況

出席状況、発言状況及び
社外取締役に期待される枠割に関して行った職務の概要

取締役
　三　角　　育　生

2025年11月10日の退任までに開催された取締役会10回（※注２）の全て
に出席いたしました。同氏の豊富な国際経験、及び先端技術の知見を活か
して、経営の監督、助言等をいただいております。

取締役
　石　原　　冴　子

2025年3月27日の就任以降、当事業年度に開催された取締役会10回（※注
３）の全てに出席いたしました。同氏はバックオフィスを中心に業務プロ
セスの分析力に長けており、同じ業界である当社の効率的な業務運営に対
して助言等をいただいております。

取締役（監査等委員）
　高　徳　　信　男

当事業年度に開催された取締役会12回の全てに、また、監査等委員会23回
の全てに出席いたしました。公認会計士としての専門的見地から、取締役
会において、当社が期待する取締役の意思決定の妥当性・適正性を確保す
るための発言を行っております。また、監査等委員会において、適宜必要
な発言を行っております。

取締役（監査等委員）
　中　村　　修

当事業年度に開催された取締役会12回のうち10回に、また、監査等委員会
23回のうち21回に出席いたしました。大学教授として当業界の精通してお
り、その豊富な経験から、取締役会において、当社が期待する取締役会の
意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。ま
た、監査等委員会において、適宜必要な発言を行っております。

取締役（監査等委員）
　飯　塚　　久　夫

当事業年度に開催された取締役会12回の全てに、また、監査等委員会23回
のうち22回に出席いたしました。複数の会社役員を経験され、企業の経営
戦略に精通しており、その豊富な経験から、取締役会において、当社が期
待する取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っ
ております。また、監査等委員会において、適宜必要な発言を行っており
ます。

ロ．当事業年度における主な活動状況

（注）１．書面決議による取締役会の回数は除いております。
２．取締役の三角育生氏は、2025年11月10日付で退任したため、取締役会の開催回数が他の取締役と異

なります。
３．取締役の石原冴子氏は、2025年3月27日開催の第47回定時株主総会において選任されたため、取締

役会の開催回数が他の取締役と異なります。
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剰余金の配当等の決定に関する方針

(4) 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、利益分配につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保

を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針とし、配当については、配
当性向（連結）50.0％程度、もしくは株主資本配当率（連結）8.0％程度を目安としておりま
す。
当事業年度の期末配当については、2026年２月13日開催の取締役会において、１株につき

28.00円とし、既に実施済みの26.00円と合わせ、年間配当金を１株につき54.00円としました。
配当性向（連結）は43.6％、株主資本配当率（連結）は7.7％となります。なお、期末配当金の
支払開始日は2026年３月27日としております。
当社が取り組む事業領域は急速に進展しており、将来の成長機会を確実に捉えることが重要と

考えております。こうした観点から、内部留保資金は新製品・新サービス創出に向けた開発投資
や積極的なプロモーションに充当するとともに、オフィス環境の継続的な整備や高度人材の獲得
にも活用し、中長期にわたる持続的な企業価値の向上を目指してまいります。
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連結貸借対照表

（2025年12月31日現在）
（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
有 価 証 券
リ ー ス 投 資 資 産
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
車 両 運 搬 具
工具、器具及び備品
土 地

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
ソフトウエア仮勘定
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
差 入 保 証 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

23,954
10,858
1,349
2,695
6,000

97
1,050

66
48

1,677
125
△14

2,274
731
351

1
224
154
285
210
60
14

1,257
12

378
393
472
△0　

流 動 負 債 12,896
支払手形及び買掛金 1,420
リ ー ス 債 務 32
未 払 金 564
未 払 法 人 税 等 655
契 約 負 債 8,931
賞 与 引 当 金 752
役 員 賞 与 引 当 金 57
そ の 他 482

固 定 負 債 75
リ ー ス 債 務 65
そ の 他 10

負 債 合 計 12,971
純 資 産 の 部

株 主 資 本 13,585
資 本 金 1,326
資 本 剰 余 金 1,406
利 益 剰 余 金 12,163
自 己 株 式 △1,310

その他の包括利益累計額 △338
その他有価証券評価差額金 0
為 替 換 算 調 整 勘 定 △338

非 支 配 株 主 持 分 9
純 資 産 合 計 13,256

資 産 合 計 26,228 負 債 ・ 純 資 産 合 計 26,228

連 結 貸 借 対 照 表
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連結損益計算書

(2025年 1 月 1 日から
2025年12月31日まで)

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 19,762
売 上 原 価 10,524

売 上 総 利 益 9,237
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,392

営 業 利 益 2,844
営 業 外 収 益

受 取 利 息 45
受 取 配 当 金 23
為 替 差 益 71
そ の 他 12 152

営 業 外 費 用
支 払 利 息 0
固 定 資 産 除 却 損 1
投 資 事 業 組 合 運 用 損 13
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 1
そ の 他 2 19
経 常 利 益 2,977

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 39
固 定 資 産 売 却 益 44 83

特 別 損 失
投 資 有 価 証 券 評 価 損 16
関 係 会 社 出 資 金 売 却 損 105 122

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,938
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 775
法 人 税 等 調 整 額 △132 643
当 期 純 利 益 2,295
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 △2
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 2,298

連 結 損 益 計 算 書
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連結株主資本等変動計算書

(2025年 1 月 1 日から
2025年12月31日まで)

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計
2025年 1  月 1  日残高 1,326 1,405 11,070 △1,314 12,486
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △1,205 △1,205
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 2,298 2,298
自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
自 己 株 式 の 処 分 0 4 5
株 主 資 本 以 外 の
項目の連結会計年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

-

連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額 合 計 - 0 1,093 4 1,098
2 0 2 5 年 1 2 月 3 1 日 残 高 1,326 1,406 12,163 △1,310 13,585

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非支配株主持分 純 資 産 合 計その他有価証券評価

差 額 金
為 替 換 算
調 整 勘 定

その他の包括利益
累 計 額 合 計

2025年 1  月 1  日残高 0 △215 △215 11 12,283
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △1,205
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 2,298
自 己 株 式 の 取 得 △0
自 己 株 式 の 処 分 5
株 主 資 本 以 外 の
項目の連結会計年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

△0 △123 △123 △2 △125

連 結 会 計 年 度 中 の
変 動 額 合 計 △0 △123 △123 △2 972
2 0 2 5 年 1 2 月 3 1 日 残 高 0 △338 △338 9 13,256

連結株主資本等変動計算書
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貸借対照表

（2025年12月31日現在）
（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
有 価 証 券
リ ー ス 投 資 資 産
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 渡 金
前 払 費 用
関係会社短期貸付金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
車 両 運 搬 具
工具、器具及び備品
土 地
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
ソフトウエア仮勘定
電 話 加 入 権
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
子 会 社 株 式
出 資 金
破 産 更 生 債 権 等
長 期 前 払 費 用
差 入 保 証 金
繰 延 税 金 資 産
貸 倒 引 当 金　

23,883
10,780
1,349
2,625
6,000

97
1,046

66
48
34

1,605
319
104

△195
2,167
591
308

1
195
86
274
198
60
14

1,300
12
45

430
0

42
377
392
△0　

流 動 負 債 12,616
買 掛 金 1,433
リ ー ス 債 務 32
未 払 金 545
未 払 費 用 315
未 払 法 人 税 等 652
契 約 負 債 8,711
賞 与 引 当 金 748
役 員 賞 与 引 当 金 57
そ の 他 121

固 定 負 債 176
リ ー ス 債 務 65
関係会社事業損失引当金 100
そ の 他 10

負 債 合 計 12,793
純 資 産 の 部

株 主 資 本 13,257
資 本 金 1,326
資 本 剰 余 金 1,406
資 本 準 備 金 1,247
そ の 他 資 本 剰 余 金 158
利 益 剰 余 金 11,834
利 益 準 備 金 95
そ の 他 利 益 剰 余 金 11,738
繰 越 利 益 剰 余 金 11,738

自 己 株 式 △1,310
評 価 ・ 換 算 差 額 等 0
その他有価証券評価差額金 0
純 資 産 合 計 13,257

資 産 合 計 26,050 負 債 ・ 純 資 産 合 計 26,050

貸　借　対　照　表
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損益計算書

(2025年 1 月 1 日から
2025年12月31日まで)

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 19,397
売 上 原 価 10,421
売 上 総 利 益 8,976

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,091
営 業 利 益 2,884

営 業 外 収 益
受 取 利 息 57
受 取 配 当 金 23
為 替 差 益 70
貸 倒 引 当 金 戻 入 額 23
そ の 他 9 183

営 業 外 費 用
固 定 資 産 除 却 損 1
投 資 事 業 組 合 運 用 損 13
関 係 会 社 事 業 損 失 引 当 金 繰 入 額 100
そ の 他 0 116
経 常 利 益 2,951

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 39
固 定 資 産 売 却 益 44 83

特 別 損 失
子 会 社 株 式 評 価 損 54
投 資 有 価 証 券 評 価 損 16
関 係 会 社 出 資 金 売 却 損 135
そ の 他 0 206
税 引 前 当 期 純 利 益 2,828
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 770
法 人 税 等 調 整 額 △133 636
当 期 純 利 益 2,191

損　益　計　算　書
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株主資本等変動計算書

(2025年 1 月 1 日から
2025年12月31日まで)

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計資本準備金 その他資本

剰 余 金
資本剰余金
合 計 利益準備金

そ の 他
利益剰余金 利益剰余金

合 計繰越利益
剰 余 金

2025年 1 月 1 日残高 1,326 1,247 157 1,405 95 10,752 10,848 △1,314 12,264
事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △1,205 △1,205 △1,205
当 期 純 利 益 2,191 2,191 2,191
自己株式の取得 △0 △0
自己株式の処分 0 0 4 5
株主資本以外の項目の事業
年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 )

事業年度中の変動額合計 － － 0 0 － 986 986 4 992
2025年12月31日残高 1,326 1,247 158 1,406 95 11,738 11,834 △1,310 13,257

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計
2025年 1 月 1 日残高 0 0 12,265
事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △1,205
当 期 純 利 益 2,191
自己株式の取得 △0
自己株式の処分 5
株主資本以外の項目の事業
年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) △0 △0 △0

事業年度中の変動額合計 △0 △0 992
2025年12月31日残高 0 0 13,257

株主資本等変動計算書
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 原 山 精 一
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 伊 東 　 朋

独立監査人の監査報告書
２０２６年２月１９日

株式会社　ソリトンシステムズ
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
東　京　事　務　所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、株式会社ソリトンシステムズの２０２５年１月
１日から２０２５年１２月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損
益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、株式会社ソリトンシステムズ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財
産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される
規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の
責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関
する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

－ 25 －
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　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 原 山 精 一
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 伊 東 　 朋

独立監査人の監査報告書
２０２６年２月１９日

株式会社　ソリトンシステムズ
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
東　京　事　務　所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ソリトンシステムズの２０２５
年１月１日から２０２５年１２月３１日までの第４８期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につ
いて監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を 行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の 責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的 影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用さ
れる規定を含む。）に従って、会社から独立して おり、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
たしている。当監査法人は、意見表明の 基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討

計算書類に係る会計監査人の監査報告
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すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し

た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告

－ 28 －



2026/02/24 18:37:29 / 25282575_株式会社ソリトンシステムズ_招集通知_電子提供措置用

計算書類に係る会計監査人の監査報告

　書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書
当監査等委員会は、2025年１月１日から2025年12月31日までの第48期事業年度における

取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果について、以下のとおり報
告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取

締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につ
いて取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要
に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の

上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告
を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所
において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締
役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告
を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保す
るための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理
基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明
を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並び
に連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
注記表）について検討いたしました。

監査等委員会の監査報告
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２０２６年２月19日
株式会社ソリトンシステムズ　監査等委員会

監 査 等 委 員 高 徳 信 男 ㊞
監 査 等 委 員 中 村 　 修 ㊞
監 査 等 委 員 飯 塚 久 夫 ㊞

　

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい
るものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当
該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、
指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（注）　監査等委員 高徳信男、中村修及び飯塚久夫は、会社法第２条第15号及び第331条第６
項に規定する社外取締役であります。

以　上
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取締役選任議案

候補者
番　号

ふ り が な
氏 　 名
生 年 月 日

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する
当社の株式数

１

かま

鎌
た

田
 

　
のぶ

信
お

夫
1940年11月13日

    1972年    4 月 東京工業大学応用物理、電磁物性研究室研究員
    1973年    9 月 インテルジャパン㈱（現インテル㈱）入社
    1979年    3 月 当社設立　代表取締役社長
    1982年    12月 九州工業大学　非常勤講師
    2024年    1 月 代表取締役会長（現任）

（現在に至る）

385,000株

（重要な兼職の状況）
有限会社 Zen-Noboks　取締役

【選任理由】
鎌田信夫氏を取締役候補者とした理由は、当社の創立より代表取締役社長として強力なリーダーシ
ップにより経営戦略を推進し、今後も当社の継続的な発展に貢献できるものと判断し、引き続き取
締役候補者としております。

株主総会参考書類

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（３名）は、本総会
終結の時をもって任期満了となります。
　また、三角育生氏は2025年11月10日付で辞任により退任いたしました。
　つきましては、取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 32 －
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取締役選任議案

候補者
番　号

ふ り が な
氏 　 名
生 年 月 日

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する
当社の株式数

２

かま

鎌
た

田
 

　
おさむ

理
1970年５月30日

    1994年    4 月 日本オラクル㈱　入社
    2008年    12月 同社　オラクルダイレクト　テクニカルサービス

部　シニアディレクター
    2018年    6 月 同社　オラクルデジタルソリューション第一部　

シニアディレクター
    2019年    3 月 当社非常勤取締役
    2021年    3 月 当社入社　取締役

ITセキュリティ営業統括本部長
    2022年    4 月 ITセキュリティ事業部長（現任）
    2024年    1 月 代表取締役社長（現任）

（現在に至る）

70,000株

【選任理由】
鎌田理氏を取締役候補者とした理由は、長年にわたりＩＴ事業に従事し豊富な経験・実績・見識を
有することから、当社の事業経営についての提言を期待しているためです。今後も当社の事業経営
を推進し、継続的な発展に貢献できるものと判断し、引き続き取締役候補者としております。

－ 33 －
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取締役選任議案

候補者
番　号

ふ り が な
氏 　 名
生 年 月 日

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する
当社の株式数

３

いし

石
はら

原　
さえ

冴
こ

子
（現姓：佐藤）

1977年７月19日

    2002年    4 月 日本オラクル株式会社入社
    2017年    9 月 テクノロジーオペレーション部長
    2020年    6 月 執行役員　ストラテジー＆オペレーション統括

テクノロジーオペレーション本部長
2024年９月 執行役員/Vice President　ストラテジー＆オペ

レーション統括　（現任）
    2025年    3 月 当社社外取締役（現任）

（現在に至る）

－株

（重要な兼職の状況）
日本オラクル株式会社　執行役員/Vice President　ストラテジ
ー＆オペレーション統括

【選任理由及び期待される役割】
石原冴子氏を社外取締役候補者としての職務を適切に遂行できるものと判断した理由は、同氏はバ
ックオフィスを中心に業務プロセスの分析力に長けており、同じ業界である当社の効率的な業務運
営に対して助言等を頂くことを期待したためです。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外
の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役の職務を適
切に遂行できるものと判断しております。

（注）１. 鎌田理氏は、当社代表取締役会長鎌田信夫氏の二親等以内の親族であります。
２. 候補者３名と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３．石原冴子氏は、旧姓である石原を職務上の氏名としております。
４．石原冴子氏は現在、当社の社外取締役でありますが、各氏の社外取締役としての在任期間は、本総会

終結の時をもって１年となります。
５．当社と石原冴子氏は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を

限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１
項に定める額としております。

６．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を保険会社と
の間で締結し、当該保険により、損害賠償請求がなされた場合に被保険者が負担することになる損害
賠償金及び争訟費用を支払限度額500百万円の範囲内において塡補することとしております。鎌田信
夫氏、鎌田理氏及び石原冴子氏の再任が承認された場合は、同氏との間で当該保険契約を継続する予
定であります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

７. 石原冴子氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届
け出ております。同氏が再任された場合は引き続き独立役員とする予定であります。
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監査等委員選任議案、[ご参考]スキルマトリックス

候補者
番　号

ふ り が な
氏 　 名
生 年 月 日

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する
当社の株式数

１

た か

高
と く

徳　
の ぶ

信
お

男
1959年10月16日

1983年４月　昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法
人）入社

1988年１月　監査法人新橋会計社（現ひびき監査法人）
入社

1993年６月　高徳公認会計士事務所設立　所長（現任)
1997年６月　当社社外監査役（2011年６月退任）
2012年６月　当社社外監査役（2016年３月退任）
2020年３月　当社社外取締役（監査等委員)（現任）
2025年12月　TY監査法人 入所（現任）
　　　　　　（現在に至る）
（重要な兼職の状況）
高徳公認会計士事務所　所長
TY監査法人 社員

1,200株

【選任理由及び期待される役割の概要】
高徳信男氏を社外取締役候補者とし、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと
判断した理由は、同氏は、会社経営に直接関与したことはありませんが、公認会計士の資
格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見に基づく企業会計の専門的見地から当社
の経営を監視していただくとともに、長年の公認会計士事務所経営を含めた経験から経営
全般において助言を頂戴することでコーポレートガバナンスの強化を期待しているためで
す。

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
　監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。指名報酬
委員会の答申を踏まえて、改めて監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

－ 35 －



2026/02/24 18:37:29 / 25282575_株式会社ソリトンシステムズ_招集通知_電子提供措置用

監査等委員選任議案、[ご参考]スキルマトリックス

候補者
番　号

ふ り が な
氏 　 名
生 年 月 日

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する
当社の株式数

２

な か

中
む ら

村　
おさむ

修
1959年12月１日

1997年４月　慶應義塾大学環境情報学部　専任講師
2000年４月　同大学環境情報学部　助教授
2006年４月　同大学環境情報学部　教授
2010年６月　㈱ナノオプト・メディア　社外取締役

　（現任）
2011年６月　インターネット総合研究所　社外取締

　（現任）
2015年12月　当社仮監査役
2016年３月　当社社外取締役（2020年３月退任）
2020年３月　当社社外取締役（監査等委員)（現任）
2025年４月　慶應義塾大学グローバル リサーチ　インス
　　　　 　　ティテュート　(KGRI)　特任教授（現任）

－株

　　　　　　（現在に至る）
（重要な兼職の状況）
慶應義塾大学グローバル リサーチ　インスティテュート
　(KGRI)　特任教授
㈱ナノオプト・メディア　社外取締役1
㈱インターネット総合研究所　社外取締役

【選任理由及び期待される役割の概要】
中村修氏を社外取締役候補者とし、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判
断した理由は、同氏は、大学教授として当業界に精通しており、その豊富な経験と高い見
識をもって、当社の事業運営についての指導、提言を期待しているためです。なお、同氏は
過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由
により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
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監査等委員選任議案、[ご参考]スキルマトリックス

候補者
番　号

ふ り が な
氏 　 名
生 年 月 日

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する
当社の株式数

３

い い

飯
づ か

塚　
ひ さ

久
お

夫
1948年２月18日

1999年7月　NTTコミュニケーションズ㈱取締役
2002年7月　NTTコミュニケーションズ㈱常務取締役
2005年6月　NTTラーニングシステムズ㈱
　　　　　　代表取締役社長
2007年6月　NECビッグローブ㈱代表取締役社長
2011年4月　日本データ通信協会テレコム・アイザック
　　　　　　（現ICT-ISAC)推進会議会長
2011年10月　国立大学法人東京工業大学理事・副学長
　　　　　　　東京工業大学博物館館長
2013年4月　 東京工業大学客員教授
2013年7月　㈱ぐるなび　取締役副社長
2014年4月　一般社団法人日本アルゼンチンタンゴ連盟
　　　　　　代表理事会長（現任）
2019年12月 一般社団法人　量子ICTフォーラム総務理

事（現任）
2024年３月 　当社社外取締役（監査等委員)（現任）

－株

　　　　　　（現在に至る）
（重要な兼職の状況）
一般社団法人日本アルゼンチンタンゴ連盟 代表理事会長
一般社団法人　量子ICTフォーラム 総務理事

【選任理由及び期待される役割の概要】
飯塚久夫氏を社外取締役候補者とし、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと
判断した理由は、同氏は、当社と同じ情報通信業界を中心に複数の会社及び団体で代表を
歴任しており、その経験を生かした指導、助言で当社のコーポレートガバナンスの強化に
尽力していただけるものと判断、期待しているためです。

（注）１．候補者３名と当社との間には、特別の利害関係はありません。
　　　２．高徳信男氏、中村修氏及び飯塚久夫氏は社外取締役候補者であります。
　　　３．高徳信男、中村修の２氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役でありますが、監査等委員である社外取締役としての

在任年数は、本総会の終結の時をもって６年になります。なお、当社は2020年３月24日に監査役設置会社から監査等委員
会設置会社に移行しておりますが、中村修氏は移行時において社外取締役でありました。同氏の移行時における社外取締役
としての在任期間は４年です。

　　　４．飯塚久夫氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役でありますが、監査等委員である社外取締役としての在任年数は、
本総会の終結の時をもって２年になります。

　　　５．当社は高徳信男氏、中村修氏及び飯塚久夫氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第425条第１項に定める
最低責任限度額を限度として同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、高徳信男氏、中村修氏及
び飯塚久夫氏の選任が承認された場合は、各氏との間で当該契約を継続する予定であります。
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監査等委員選任議案、[ご参考]スキルマトリックス

　　　６．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を保険会社との間で締結し、当該保
険により、損害賠償請求がなされた場合に被保険者が負担することになる損害賠償金及び争訟費用を支払限度額500百万円
の範囲内において塡補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者と
なります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

　　　７．高徳信男氏、中村修氏及び飯塚久夫氏は東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、独立役員として同取引所に
届け出ております。各氏が再任された場合は引き続き独立役員とする予定であります。

氏名 企業経営 営業企画 技術 開発 国際性 リスク管理 財務 会計
鎌田　信夫 〇 〇 〇 〇
鎌 田  理 〇 〇 〇 〇
石原　冴子 (社外) 〇 〇 〇 〇
高徳　信男 (社外) 〇 〇
中 村  修  (社外) 〇 〇 〇 〇
飯塚　久夫 (社外) 〇 〇 〇 〇 〇

[ご参考]
　取締役候補者及び取締役（監査等委員）候補者の専門性と経験
　　　[スキル・マトリックス]

以上
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地図
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宿
駅

新宿御苑
本　社

クックーＹ

薬局Tomod's新
宿
三
丁
目

明
治
通
り

アクセア

交通○東京メトロ丸ノ内線、副都心線
「新宿三丁目」下車（Ａ１出口）徒歩４分
「新宿御苑前」下車（１番出口）徒歩３分

○都営新宿線
「新宿三丁目」下車（Ｃ５出口）徒歩３分

○ＪＲ山手線
「新宿」南口下車　　　　　　　徒歩８分

（注）駐車場はございませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいます
ようお願い申しあげます。


